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はじめに 

 

 

 意匠登録を受けるためには、法律及び規則に基づいて、所定の様式で必要事項を記載し

た願書と意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を特許庁長官に提出（出願）し

なければなりません。その際、願書及び図面等について瑕疵がないように記載することが

望まれます。 

特許庁では、願書及び図面等の記載方法を解説したガイドラインを平成３年に公表し、

その後、特殊形態についてのガイドライン、法改正対応のガイドラインを追加公表し、平

成１６年にはそれらのガイドラインをまとめ、また一部内容を追加した手引きを改めて「意

匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン」とし、冊子及び特許庁ホームペ

ージへの掲載によって公表しました。更に、平成１８年意匠法改正を受けて平成１９年に

「画像を含む意匠の願書及び図面の表し方」を公表しました。これらの手引きをまとめ、

より利用しやすい内容・構成への再編を行った「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の

手引き」として平成２０年に公表しました。 

今般、意匠審査基準の一部改訂に伴い、「第２部 部分意匠の表し方」及び「第３部 １３．

表示部に表示される画像の意匠」に一部新規事項を加えたうえで、事例を追加し、整理す

ることにより、更に内容を充実させて公表することとしました。 

 なお、平成２３年改訂意匠審査基準適用前の意匠登録出願（平成２３年７月３１日まで

の出願）については、平成２０年３月「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」

をご参照ください。 

 

 本手引きは、願書及び図面の作成方法についての基本的な内容の説明と、典型的な例示

を記載したものですので、願書及び図面等の記載内容を義務づけるものではありません。

出願意匠に応じて、手続きに必要とされる所定の様式については「意匠登録出願等の手続

のガイドライン」、登録要件に関わり必要とされる記載内容については「意匠審査基準」を

ご参照ください。 

 以上のように、この「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」は、意匠登録出

願にあたって、その願書及び図面等の作成の一助となるよう作成したものです。出願の際

にご利用いただければ幸甚です。 
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（凡例） 

「意 6条 1項 3号」・・ 意匠法第 6条第 1項第 3号 

「様式 2」・・・・・・ 意匠法施行規則 様式第 2 

「様式 2備考 39」・・・ 意匠法施行規則 様式第 2〔備考〕39 

「別表一」、「別表二」・・ 意匠法施行規則 別表第一、同 別表第二 

「一組の６面図等」・・・ 意匠法施行規則様式第6備考8に規定する正投影図法により各図同一縮尺

で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図の一

組、又はそれら６面図に代わる等角投影図法又は斜投影図法で作成した図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔願書及び図面における主要記載内容についての性格分け概略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

一組の６面図、等角投影図、キャビネット図、

カバリエ図、断面図、拡大図、画像図等

透明部を示す参考図等 

使用状態を示す参考図 

図の省略 

物品の用途、機能 

別表一の物品の区分又は同程度の区分 

画像が操作対象とする物品の機能、その操作方法 

部分意匠における登録を受けようとする部分

の特定方法

透明部等の部位の説明 

【意匠の説明】

【意匠に係る物品 
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